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 兵庫県ヒートアイランド対策推進計画(案)概要 

                 （※を付した用語は、参考資料「用語解説」を参照） 

 

 

（ヒートアイランド現象に伴う都市の高温化） 

近年、兵庫県でも地球温暖化※による影響とヒートアイランド現象に伴う都

市の高温化で、熱帯夜※の日数が増加しており、今後ますます顕著になること

が心配されています。 

昼間の高温化や熱帯夜の出現日数の増加に伴い、不快さが増大しています。 

また、熱中症に伴う死亡者数と真夏日※、熱帯夜数との間に相関があるとの

報告もされています。 

 

（「兵庫県ヒートアイランド対策推進計画」の策定） 

このため兵庫県では、「ヒートアイランド対策大綱※（平成16年３月30日ヒ

ートアイランド対策関係府省連絡会議※）」を踏まえ、「兵庫県ヒートアイラ

ンド対策推進計画」を策定することにより、ヒートアイランド対策を総合的に

推進することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ヒートアイランド現象発生の仕組み  （出典：環境省パンフレット） 

 

 

１ 計画の主旨 

※ 
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          神戸、姫路、豊岡、洲本のアメダス※局で観測された熱帯夜日数は、神戸、姫

路、洲本で1990年以降その増加傾向が大きくなっています。 

（大阪、東京は参考） 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

図 熱帯夜日数の推移（５年移動平均※） 

（出典：1961年～2004年のアメダスデータより作成） 

 

表 年代別熱帯夜日数（日） （出典：1961年～2004年のアメダスデータより作成） 

 
（注：神戸の測定地点は、1999年９月１日に神戸市中央区中山手から神戸市中央区脇浜海岸
通に移転しています。） 

 

 1960年代 1970年代 1980年代 1989年以前 1990年以降 差 

神戸 ２３．０ １８．３ １７．７ １９．７ ３４．３ +14.6 

姫路 ８．１ ４．８ ５．６ ６．２ １４．０ +7.8 

豊岡 ３．４ ２．６ ２．８ ２．９ ５．６ +2.7 

洲本 １１．０ ４．１ ３．７ ６．３ １３．２ +6.9 

２ 兵庫県でのヒートアイランド現象の現状 
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   夏の平均気温を下げ、熱帯夜を減少させるため、①人工排熱の低減②地

表面被覆の改善③都市形態の改善④ライフスタイルの改善について目標を

定め、県民・事業者・行政が一体となって推進していきます。 

 

 

   基本方針に定める４つの項目について、平成 22 年度（2010 年度）を目

標として、具体的施策の業績指標を次のとおり定めます。 
 

 

         

省エネルギーの推進、交通流対策※などの推進、未利用エネルギーなど

の利用促進により、空調システム、電気機器、燃焼機器、自動車などの人

間活動から排出される人工排熱を低減させます。 

指標  

○低公害車の普及 100万台（平成22年度） など 

             
              

緑地・水面の減少、建築物や舗装などによって地表面が覆われることに

よる蒸発散作用の減少や地表面の高温化を防ぐため、地表面被覆の改善を

図ります。 

指標 

○建築物の屋上・壁面緑化届出面積 350,000㎡（平成22年度） など 

                        

                            

都市での緑地の保全を図りながら、緑地や水面からの風の通り道を確保

するなどの観点による「水と緑のネットワーク※の形成」を推進し、長期

的には環境負荷の少ない都市の構築を推進します。 

指標 

○都市地域の緑の目標量 13,000ha（平成22年度） 
                
  

          

都市での社会・経済活動に深く関連するヒートアイランド現象を緩和す

るために、ライフスタイルの改善を図ります。 

また、県民、事業者、行政など関係者が適切に連携しながら、対策を進

めていくとともに、地球温暖化対策、都市政策、交通政策、エネルギー政

策など、関連する分野との連携を図っていきます。 

指標 

○一人当たりのエネルギー消費量 30百万kcal／人（平成22年度）

３ 基本方針 

４ 目 標 

① 人工排熱の低減 

② 地表面被覆の改善 

③ 都市形態の改善 

④ ライフスタイルの改善 
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実施にあたっては、ヒートアイランド現象のしくみ、各対策の効果など

に関する調査研究を踏まえ、基本方針にもとづいた以下の推進方策を地域

の状況に応じて効果的に推進します。 

 

 

区 分    対   策          内     容 

エネルギー消費機器※

などの高効率化の促進 

・県で使用するエネルギー消費機器の高効率化促進 

省エネルギー性能の優

れた住宅・建築物の普

及促進 

・省エネルギー余地が大きい建物に対するESCO(Energy 

Service Company)事業※の積極的活用 

・県が率先して、県施設の省エネ化改修を計画的推進 

低公害車などの導入促

進 

・公用車への積極的な低公害車などの導入促進 

交通流対策と物流の効

率化の推進や公共交通

機関の利用促進 

 

・交通需要マネジメント(TDM)※施策の推進、ETC※の普及促進、

道路交通情報通信システム(VICS)※の推進、信号機の系統

化・感応化などによる都市部の交通渋滞緩和 

・公共車両優先システム(PTPS)※の整備などによる公共交通機

関の利用促進 

・都市内で自転車の利用を促進するために、自転車が安全・

快適に利用できる環境整備の推進 

県とし

ての取

り組み 

新エネルギーの利用促

進 

・県施設への太陽光発電、風力発電、河川・海水温度差※など

の自然エネルギーの計画的導入 

新エネルギーの利用促

進 

・助成などによる太陽光、太陽熱、風力、バイオマス※、河川・

海水温度差など新エネルギーの利用促進 

事業所の省エネ化、排

熱抑制の推進 

・「環境の保全と創造に関する条例※」にもとづく、特定物質

（温室効果ガス）排出抑制計画・措置結果報告※による、事業

 所の排熱抑制の推進 

・省エネ診断・指導、高反射性塗料、ヒートポンプなどの省

エネ機器の普及促進 

低公害車の普及促進 ・補助、融資などによる低公害車の普及促進 

事業者

に対す

る対策 

公共交通機関の利用促

進 

・事業所に対する公共交通機関の利用促進の普及啓発 

省エネルギー性能の優

れた住宅・建築物・家

電製品の普及促進 

・省エネルギー性能の優れた住宅・建築物・家電製品の普及

促進のため、パンフレット作成やフォーラム開催などによ

る普及啓発 

新エネルギーの利用促

進 

・住宅への太陽光発電や太陽熱利用などの新エネルギー導入

促進のため、パンフレット作成やフォーラム開催などによ

る普及啓発 

県民に

対する

対策 

公共交通機関の利用促

進 

・県民に対する公共交通機関の利用促進のため、パンフレッ

ト作成やフォーラム開催などによる普及啓発 

５ ヒートアイランド対策の推進方策 

① 人工排熱の低減 
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区 分    対   策          内     容 

公共空間の緑化などの

推進 

・防災公園をはじめ、都市での公園緑地の整備を引き続き推

進 

・都市部では、幹線道路の植樹帯設置などの道路緑化を推進

・臨海部では港湾緑地の整備を行い、港湾空間の緑化を推進

・下水処理場などの公共施設の緑化を推進 

県有施設などの屋上･

壁面緑化などの推進 

・県有施設の新増改築事業などにあわせた屋上・壁面緑化な

どの整備推進 

地表面被覆の改善 

 

・道路舗装などへの保水性舗装※、遮熱性舗装※の導入推進 

・駐車場の舗装改善・芝生化推進 

県とし

ての取

り組み 

水の活用による対策の

推進 

 

・都市域では、河川基底流量※の増加、湧水※の再生や下水処

理水の活用による水路の再生、既存調整池※の貯水容量の拡

大。学校・公園などでは貯留浸透施設※の設置促進などによ

り水面積の拡大 

・都市域やその周辺部に残っている気温の上昇を和らげる可

能性のある農地や、水面である農業用水路の適切な維持管

理 

・晴天時の下水処理水の散水効果などの検討、普及促進 

事業所緑化の推進 ・事業所敷地の緑化を推進するための支援の実施 

屋上など緑化の推進 ・事業所建物の屋上緑化、壁面緑化を推進するための支援の

実施 

駐車場の舗装改善、芝

生化の推進 

・駐車場の舗装改善・芝生化を推進するための支援の実施 

事業者

に対す

る対策 

関西エコオフィス宣言

運動※の推進 

・屋上緑化、敷地内緑化などについて関西広域連携協議会※

と連携を図り、事業者の自主的な取り組みを推進 

県民に

対する

対策 

地域での緑化の推進 

 

・県民の手による緑化を進めるため、苗木・緑化資材などの

提供 

・県民の主体的な緑化整備を推進するための支援の実施 

 

② 地表面被覆の改善 
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区 分    対   策          内     容 

水と緑のネットワーク

形成の推進 

・緑の拠点※の形成、都市公園、河川、道路、下水道などの事

業間連携などにより、広域的視点にもとづく水と緑のネッ

トワーク形成を推進 

県とし

ての取

り組み 

環境負荷の小さな都市

の構築に向けた都市計

画制度の活用の推進 

・人工排熱の削減を図るほか、コンパクトな市街地※の形成を

図るとともに、地域の風の流れに配慮して、都市全体の自

然被覆率※を高めるなど気候を勘案した水と緑のネットワ

ークの形成に向けた都市計画を推進 

事業者

に対す

る対策 

開発に対する森林の保

全・緑化の誘導 

・「緑豊かな地域環境の形成に関する条例※」により、環境形

成区域ごとの「緑を保全・活用する基準※」にもとづき、周

囲の自然的な環境に配慮した開発を誘導 

  

 

 

 

区 分    対   策          内     容 

県とし

ての取

り組み 

環境率先行動計画※の

推進 

・県内の事業主体として大きな位置を占めている県自らが、

環境負荷の低減の取り組みを率先して実施 

先導的取り組み事業所

の募集・登録 

・排熱抑制、屋上緑化、駐車場の舗装改善・芝生化、敷地内

の保水性舗装、夏期の打ち水※などのヒートアイランド対策

に率先して取り組む事業所を、ヒートアイランド対策宣言

事業所として募集・登録し、先導的事例として紹介 

事業者の自主的取り組

みの促進 

・ヒートアイランド対策に関する指針※を作成して事業所に示

すことにより、事業所の自主的な取り組みを促進 

事業者

に対す

る対策 

関西エコオフィス宣言

運動の推進 

・冷房温度28℃以上、夏のエコスタイルキャンペーン、不必

要な電灯の消灯などについて関西広域連携協議会と連携を

図り、事業者の自主的取り組みを推進 

県民の自主的な取り組

みの推進 

 

 

 

・ヒートアイランド現象の緩和について、県民の取り組める対

策を掲載したパンフレットを作成し、ホームページで広く

周知するとともに、ヒートアイランド対策を広く周知し、

県民と一体となって進めるため、県民フォーラムを開催 

県民に

対する

対策 

自動車の効率的な利用 ・アイドリングストップ※などのエコドライブの推進のための

広報活動などを実施し、自動車の効率的な利用を推進 

③ 都市形態の改善 

④ ライフスタイルの改善 
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     計画の目標を達成していくためには、中・長期的な視点に立って、行政、

事業者、県民、ＮＰＯ※など民間団体の各主体がそれぞれの役割に応じて

主体的に行動し、着実に対策を実行していくことが必要です。また、これ

らの各主体が連携して、互いの特徴を生かしながら、参画と協働で実施し

ていくことにより、より効果的な対策を推進することができます。 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①県域の実情に対応した計画の策定と対策の推進、進行管理 
②ヒートアイランド対策の率先実施と実証データの収集・研究 
③ヒートアイランドに関する情報の提供と啓発事業の実施 

①市町事業（道路、公園、施設建設など）での対策実施 
②県や国の対策への協力、共同実施 
③市町民への情報提供と啓発事業の実施 

①省エネルギー型設備・機器・製品の開発や導入 
②施設内緑化※や建物・地表面被覆の改善 
③低公害車などの導入や輸送効率・積載効率の改善 
④冷房温度の適正設定※などの省エネルギー行動の実践 
⑤行政などが行う事業や調査への参画・協働 

①冷房温度の適正設定など、省エネルギー行動の実践 
②省エネ型家電製品※や低公害車などの利用 
③住宅の断熱化、遮熱化 
④宅地内の緑化や保水化、打ち水 
⑤公共交通機関の利用 
⑥行政などが行う事業や調査への参画・協働 

①地域の緑化推進 
②省エネライフ※の普及啓発 
③企業の省エネ活動、緑化推進などに対する普及啓発 
④行政などが行う事業や調査への参画・協働、施策の提言 

６ 各主体の役割と推進体制 

 

県 

 

市 町 

 

事業者 

 

県 民 

NPO 

など 

各主体の役割 

 

国 

①「ヒートアイランド対策大綱」にもとづく対策の推進と進行

管理 
②基礎的研究の実施 
③国の事業･施策についての対策の率先実施 
④ヒートアイランド対策、調査研究などへの支援 
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ヒートアイランド対策を総合的に推進していくため、ヒートアイランド

対策に関する各種の施策を相互に連携させ、体系立てて実施していく必要

があります。 
           このため、庁内設置の「環境適合型社会形成推進会議地球温暖化対策部

会※」では、計画の進捗状況を点検し、その結果を踏まえた対策を推進す

るとともに、関連諸制度を実態に対応するよう必要に応じて見直しを行い

ます。 
 なお、本計画についても必要に応じて柔軟に見直しを行います。 
 

 
 

① 市町と県とのヒートアイランド対策に関する情報交換を進め、対策の
推進方策などについて協議し、連携して施策を推進します。 

② 国や近隣府県をはじめとする他の都道府県とヒートアイランド対策に
ついて、情報交換を行い連携して施策を推進します。 

③ 市町、ＮＰＯなどの民間団体、自治会などと連携して、家庭や事業所
への省エネルギーなどの普及促進、県民参加型のキャンペーン・イベン

トなどの地域活動を行います。 
④「地球温暖化対策の推進に関する法律※」に基づく「兵庫県地球温暖化

防止活動推進センター※」「地球温暖化防止活動推進員・協力員※」とも

連携して施策を推進します。 
 

 
 

ヒートアイランド対策を効果的に推進するためには、兵庫県内のヒートア

イランド現象の実態を継続的、定量的に把握していくことが必要です。 

そのため、気象観測データの解析による気温変動をモニタリングするとと

もに、屋上緑化、駐車場の舗装改善、芝生化、打ち水などの対策を対象とし

た効果の把握を行います。 

これらの観測結果は、わかりやすく県民に公表するとともに、目標達成状

況の評価などに活用します。 
 

ヒートアイランド対策推進体制 

他の主体との連携 

対策効果のモニタリングと目標の評価 


